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祭
事
暦

1

　
諸
祈
祷
・
出
張
祭
の
案
内

　
当
社
で
は
左
記
に
よ
り
随
時
ご
奉
仕

致
し
て
お
り
ま
す

♦
初
宮
詣
・
交
通
安
全
・
厄
除
・
安
産
・

　
家
内
安
全
・
当
病
平
癒
そ
の
他

♦
地
鎮
祭
・
上
棟
祭
・
家
移
清
祓
・
宅

　
神
祭
等

ご
希
望
の
方
は
前
も
っ
て
ご
連
絡
下

さ
い
。

摂末社巡拝⑨

船　越　神　社

五
月
十
四
日
︵
土
︶［
午
後
七
時
］

　
　
春
季
大
祭
宵
祭
︵
露
店
あ
り
︶

五
月
十
五
日
︵
日
︶［
午
前
十
時
］　
　

　
　
春
季
大
祭
︻
供
膳
祭
︼

七
月
三
十
日
︵
土
︶［
午
後
五
時
］　
　

　
　
夏
越
祭
︻
輪
く
ぐ
り
祭
︼︵
露
店
あ
り
︶

毎
月
一
日
︵
午
前
九
時
︶
月
次
祭

※
月
次
祭
に
お
詣
り
の
方
は
、
拝
殿
に

　
ご
昇
殿
下
さ
い
ま
し
て
祭
典
に
参
列

　
し
て
下
さ
い
。

　　
　
　
　
　
　
　
　

　
平
成
十
七
年
の
新
春
は
、
大
晦
日
の
朝

か
ら
降
っ
た
大
雪
が
残
る
近
年
希
な
年
明

け
と
な
っ
た
。

　
午
前
〇
時
路
面
が
凍
結
す
る
中
、
防
寒

︵
境
内
で
公
演
さ
れ
た
銭
太
鼓
︶
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つ
る
さ
き

つ
る
さ
き

ＵＲＬ

正
月
三
ヶ
日

六
千
人
が
参
拝

　
当
社
は
、
船
越
大
神
を
祭
神
と
し
て
祀
り
、

船
越
一
族
二
十
一
戸
の
氏
神
と
し
て
守
ら
れ

て
い
る
。
　

　
早
島
が
未
だ
瀬
戸
内
に
浮
か
ぶ
小
島
で

あ
っ
た
頃
、
吉
備
津
彦
命
が
四
道
将
軍
の
一

人
と
し
て
西
道
︵
吉
備
国
︶
に
派
遣
さ
れ
そ

の
行
幸
の
と
き
、
命
の
乗
っ
た
船
が
妹
尾
村

の
あ
た
り
で
干
潟
に
隔
て
ら
れ
着
岸
困
難
と

な
っ
た
。

　
そ
の
時
、
島
民
の
大
河
と
い
う
者
が
命
の

船
の
着
岸
に
力
を
尽
く
し
、
無
事
着
岸
す
る

事
が
で
き
た
。

　
命
は
大
河
を
呼
ん
で
﹁
船
越
﹂
の
別
称
を

授
け
た
。
そ
の
後
、
大
河
は
船
越
と
改
姓
し

た
。
船
越
の
死
後
、
そ
の
子
孫
は
船
越
大
神

と
篤
く
崇
敬
し
て
社
殿
を
建
立
し
、
手
厚
く

祀
っ
た
。

　
そ
の
後
、
寛
永
五
年
︵1

6
2
8

︶
に
早
島
町

市
場
松
尾
に
社
殿
を
移
築
し
た
。
ま
た
、
平

成
十
一
年
四
月
鶴
崎
神
社
に
合
併
し
、
同
十

二
年
五
月
県
道
拡
幅
工
事
に
伴
い
、　
境
内
地

を
東
側
斜
面
に
移
転
し
て
社
殿
を
改
築
し
た
。

　
毎
年
五
月
二
十
五
日
︵
春
祭
︶
、
十
月
二
十

五
日
︵
秋
祭
︶
に
は
、
船
越
一
族
が
参
集
し
、

祭
典
を
執
り
行
っ
て
い
る
。

　

都窪郡早島町大字早島215-5　

着
に
身
を
包
ん
だ
参
拝
者
が
拝
殿
の
鈴
に
列
を

作
り
、
新
し
い
年
の
平
安
を
祈
っ
た
。

　
午
前
十
時
か
ら
は
例
年
通
り
、
境
内
の
特
設

テ
ン
ト
で
総
代
や
氏
子
有
志
に
よ
る
紅
白
の
餅

つ
き
、
社
務
所
で
は
甘
酒
接
待
、
拝
殿
で
は
御

神
酒
が
参
拝
者
に
振
る
舞
わ
れ
た
。

　
ま
た
、
恒
例
に
な
っ
て
い
る
干
支
﹁
折
り
紙
﹂

は
、
紅
白
の
鶏
が
特
設
舞
台
に
展
示
さ
れ
、
そ

の
前
で
は
﹁
多
聞
会
太
鼓
ク
ラ
ブ
﹂
に
よ
る
早

島
い
草
太
鼓
と
﹁
岡
山
銭
太
鼓
つ
ば
さ
会
﹂
に

よ
る
銭
太
鼓
・
傘
踊
り
の
公
演
が
行
わ
れ
、
勇

壮
な
太
鼓
の
音
や
息
の
合
っ
た
踊
り
に
参
拝
者

か
ら
大
き
な
拍
手
が
送
ら
れ
た
。

　

︵
初
詣
を
す
る
参
拝
者
︶

祭神　船越大神　
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質
問
︼

　
神
社
に
は
﹁
〇
〇
神
宮
﹂
と
か
﹁
〇
〇

神
社
﹂
、
﹁
〇
〇
宮
﹂
な
ど
様
々
な
名
称
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
名
称
は
ど
の
よ
う
に

区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

神
道
Ｑ
＆
Ａ

鶴 

崎 

神 

社 

拝 

殿 

改 

築

　
﹁
神
宮
﹂、﹁
神
社
﹂
の
名
称
は
、
神
社
名

に
付
さ
れ
る
称
号
で
社
号
と
い
い
ま
す
。

　
現
在
、
単
に
﹁
神
宮
﹂
と
い
え
ば
、
伊

勢
の
神
宮
を
示
す
正
式
名
称
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
﹁
〇
〇
神
宮
﹂
の

社
号
を
付
さ
れ
て
い
る
神
社
に
は
、
皇
室

の
祖
神
で
あ
る
天
照
大
御
神
を
お
祀
り
し

て
い
る
霧
島
神
宮
や
鹿
児
島
神
宮
、
ま
た

天
皇
を
お
祀
り
し
て
い
る
平
安
神
宮
や
明

治
神
宮
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

い
そ
の
か
み
じ
ん
ぐ
う

　
こ
の
ほ
か
、
石
上
神
宮
や
鹿
島
神
宮
、
香

取
神
宮
な
ど
特
定
の
神
社
に
限
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
﹁
神
社
﹂
は
、
そ
の
略

︻
答
え
︼

　
当
社
は
正
中
年
間
︵1

3
2
4

〜1
3
2
6

・

鎌
倉
︶
に
八
幡
神
社
を
祀
っ
た
の
が
創
祀

で
、
そ
の
後
、
貞
和
六
年
︵
南
北
朝
︶
に
吉

備
津
神
社
か
ら
吉
備
津

彦
命
荒
魂
を
勧
請
し
、

現
在
の
双
殿
造
り
の
様

式
と
な
り
ま
し
た
。

　
早
島
町
出
身
の
鉱
山

師
安
原
備
中
守
や
早
島

領
主
戸
川
安
尤
等
の
崇

敬
が
篤
く
早
島
、
豊
洲
、

帯
江
の
総
氏
神
様
と
し

て
氏
子
か
ら
も
広
く
崇

敬
さ
れ
て
来
ま
し
た
。

　
享
保
十
一
年︵1

7
2
6

︶

神
階
正
一
位
を
賜
り
、

明
治
四
年
に
は
郷
社
に

列
格
し
、
本
殿
の
大
き

さ
や
造
り
か
ら
も
近
郷

希
な
格
式
と
規
模
を

誇
っ
て
い
ま
す
。

　
本
殿
を
始
め
と
す
る
社
殿
を
保
存
す
る
た
め

今
日
ま
で
幾
度
か
の
改
築
を
行
っ
て
参
り
ま
し

た
が
、
最
近
で
は
明
治
二

十
七
年
に
現
在
の
幣
殿
、

拝
殿
等
を
改
築
し
た
の
が

最
後
で
、
そ
の
後
幾
度
か

修
理
を
重
ね
て
参
り
ま
し

た
が
、
戸
川
公
陣
屋
か
ら

の
移
築
と
さ
れ
る
拝
殿

は
、
内
部
の
柱
が
全
て
傾

斜
し
、
屋
根
瓦
は
全
体
に

ズ
レ
が
生
じ
雨
漏
り
も
発

生
し
、
軒
口
の
瓦
の
落
下

も
始
ま
っ
て
お
り
、
こ
の

ま
ま
放
置
す
る
と
参
拝
者

に
危
険
を
及
ぼ
し
か
ね
な

い
状
況
で
す
。

　
神
社
で
は
総
代
会
を
開

催
し
、
対
策
を
協
議
し
た
と
こ
ろ
、
拝
殿
の

老
朽
化
は
全
体
に
進
み
、
最
早
修
理
は
不
可

能
で
、
改
築
を
行
う
と
の
結
論
に
達
し
た
た

め
、
平
成
十
五
年
七
月
役
員
に
よ
る
玉
井
宮

東
照
宮
、
伊
勢
神
社
の
視
察
を
行
い
、
平
成

十
六
年
四
月
に
は
﹁
社
殿
改
築
準
備
委
員
会
﹂

を
設
置
し
、
本
年
三
月
ま
で
三
回
の
会
議
を

重
ね
て
情
報
収
集
、
改
築
の
規
模
、
方
法
等

を
協
議
し
ま
し
た
。

　
今
後
は
、
本
年
六
月
任
期
満
了
に
伴
う
責

任
役
員
並
び
に
総
代
改
選
の
後
、﹁
社
殿
改
築

準
備
委
員
会
﹂
の
答
申
を
受
け
、﹁
社
殿
建
築

委
員
会
﹂
を
設
置
し
、
本
格
的
な
改
築
に
向

け
て
の
協
議
を
進
め
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
何
れ
に
致
し
ま
し
て
も
近
い
将
来
社
殿
の

改
築
工
事
は
避
け
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
り
、

現
在
当
社
の
最
優
先
課
題
と
し
て
神
職
、
総

代
一
丸
と
な
っ
て
こ
の
事
業
に
取
り
組
ん
で

お
り
ま
す
。

　
氏
子
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
六
〇

〇
年
に
亘
る
当
社
の
歴
史
と
伝
統
を
後
世
に

残
す
べ
く
ご
事
情
を
お
汲
み
取
り
賜
り
ま
し

て
、
そ
の
時
節
が
参
り
ま
し
た
ら
何
卒
絶
大

な
る
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
伏
し
て
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

称
で
あ
る
﹁
社
﹂
と
と
も
に
一
般
の
神
社
に
対

す
る
社
号
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、﹁
宮
﹂
や
﹁
大
社
﹂
な
ど
の
社
号
も
あ

り
、﹁
宮
﹂
は
天
皇
や
皇
族
を
お
祀
り
し
て
い
る

神
社
や
由
緒
に
よ
り
古
く
か
ら
呼
称
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
神
社
に
使
わ
れ
ま
す
が
、
岡
山

県
に
お
い
て
は
、﹁
八
幡
さ
ん
﹂
の
名
称
が
備
中

国
、
美
作
国
で
は
﹁
八
幡
神
社
﹂
で
す
が
、
備

前
国
で
は
殆
ど
﹁
八
幡
宮
﹂
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
﹁
大
社
﹂
は
も
と
も
と
、
天
照
大
御
神
の
子
孫

に
国
譲
り
を
お
こ
な
い
、
多
大
な
功
績
を
あ
げ

た
大
国
主
命
を
祀
る
出
雲
大
社
を
示
す
社
号
と

し
て
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
現
在
﹁
大
社
﹂
は
広
く
崇
敬
を
集

め
る
神
社
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
社
号
と
異
な
り
ま
す
が
、
古
く

か
ら
神
様
の
名
前
に
﹁
大
神
﹂
や
﹁
大
明
神
﹂
、

ま
た
神
仏
習
合
の
影
響
に
よ
る
﹁
権
現
﹂
と

い
っ
た
称
号
を
付
し
て
、
社
号
に
類
す
る
も
の

と
し
て
一
般
的
に
用
い
ら
れ
、
信
仰
さ
れ
て
い

る
社
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
神
社
に
よ
り
社
号
は
異
な
り
ま

す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
に
対
す
る
人
々
の
篤

い
信
仰
に
は
い
さ
さ
か
の
変
わ
り
も
あ
り
ま
せ

ん
。

　
境
内
中
段

西
側
の
玉
垣

︵
大
正
八
年
八

月
建
立
︶
が

台
座
か
ら
遊

離
し
危
険
な

状
態
に
な
っ

て
い
た
為
、

三
月
十
八
日

に
㈲
坪
井
石

材
店
の
施
工

に
よ
り
、
ア

ン
カ
ー
ボ
ル
ト
及
び
接
着
剤
に
よ
り
修
理
を

行
っ
た
。

玉 
垣 
改 

修

　
　
　
　

台
風
の
被
害

　
昨
年
八
月
三
十
日
の
台
風
十
六
号
及
び
十

月
二
十
日
の
台
風
二
十
三
号
に
よ
る
被
害
状

況
。

　
　
　
　
　
　
　
記

一
、
八
幡
神
社
本
殿
右
側
千
木
落
下

二
、
拝
殿
、
上
社
務
所
瓦
一
部
剥
離
落
下

三
、
両
本
殿
亀
腹
漆
喰
剥
離

四
、
境
内
檜
三
本
倒
木
　
数
本
傾
斜
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神
社
に
は
﹁
〇
〇
神
宮
﹂
と
か
﹁
〇
〇

神
社
﹂
、
﹁
〇
〇
宮
﹂
な
ど
様
々
な
名
称
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
名
称
は
ど
の
よ
う
に

区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

神
道
Ｑ
＆
Ａ

鶴 

崎 

神 

社 

拝 

殿 

改 

築

　
﹁
神
宮
﹂、﹁
神
社
﹂
の
名
称
は
、
神
社
名

に
付
さ
れ
る
称
号
で
社
号
と
い
い
ま
す
。

　
現
在
、
単
に
﹁
神
宮
﹂
と
い
え
ば
、
伊

勢
の
神
宮
を
示
す
正
式
名
称
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
﹁
〇
〇
神
宮
﹂
の

社
号
を
付
さ
れ
て
い
る
神
社
に
は
、
皇
室

の
祖
神
で
あ
る
天
照
大
御
神
を
お
祀
り
し

て
い
る
霧
島
神
宮
や
鹿
児
島
神
宮
、
ま
た

天
皇
を
お
祀
り
し
て
い
る
平
安
神
宮
や
明

治
神
宮
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

い
そ
の
か
み
じ
ん
ぐ
う

　
こ
の
ほ
か
、
石
上
神
宮
や
鹿
島
神
宮
、
香

取
神
宮
な
ど
特
定
の
神
社
に
限
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
﹁
神
社
﹂
は
、
そ
の
略

︻
答
え
︼

　
当
社
は
正
中
年
間
︵1

3
2
4

〜1
3
2
6

・

鎌
倉
︶
に
八
幡
神
社
を
祀
っ
た
の
が
創
祀

で
、
そ
の
後
、
貞
和
六
年
︵
南
北
朝
︶
に
吉

備
津
神
社
か
ら
吉
備
津

彦
命
荒
魂
を
勧
請
し
、

現
在
の
双
殿
造
り
の
様

式
と
な
り
ま
し
た
。

　
早
島
町
出
身
の
鉱
山

師
安
原
備
中
守
や
早
島

領
主
戸
川
安
尤
等
の
崇

敬
が
篤
く
早
島
、
豊
洲
、

帯
江
の
総
氏
神
様
と
し

て
氏
子
か
ら
も
広
く
崇

敬
さ
れ
て
来
ま
し
た
。

　
享
保
十
一
年︵1

7
2
6

︶

神
階
正
一
位
を
賜
り
、

明
治
四
年
に
は
郷
社
に

列
格
し
、
本
殿
の
大
き

さ
や
造
り
か
ら
も
近
郷

希
な
格
式
と
規
模
を

誇
っ
て
い
ま
す
。

　
本
殿
を
始
め
と
す
る
社
殿
を
保
存
す
る
た
め

今
日
ま
で
幾
度
か
の
改
築
を
行
っ
て
参
り
ま
し

た
が
、
最
近
で
は
明
治
二

十
七
年
に
現
在
の
幣
殿
、

拝
殿
等
を
改
築
し
た
の
が

最
後
で
、
そ
の
後
幾
度
か

修
理
を
重
ね
て
参
り
ま
し

た
が
、
戸
川
公
陣
屋
か
ら

の
移
築
と
さ
れ
る
拝
殿

は
、
内
部
の
柱
が
全
て
傾

斜
し
、
屋
根
瓦
は
全
体
に

ズ
レ
が
生
じ
雨
漏
り
も
発

生
し
、
軒
口
の
瓦
の
落
下

も
始
ま
っ
て
お
り
、
こ
の

ま
ま
放
置
す
る
と
参
拝
者

に
危
険
を
及
ぼ
し
か
ね
な

い
状
況
で
す
。

　
神
社
で
は
総
代
会
を
開

催
し
、
対
策
を
協
議
し
た
と
こ
ろ
、
拝
殿
の

老
朽
化
は
全
体
に
進
み
、
最
早
修
理
は
不
可

能
で
、
改
築
を
行
う
と
の
結
論
に
達
し
た
た

め
、
平
成
十
五
年
七
月
役
員
に
よ
る
玉
井
宮

東
照
宮
、
伊
勢
神
社
の
視
察
を
行
い
、
平
成

十
六
年
四
月
に
は
﹁
社
殿
改
築
準
備
委
員
会
﹂

を
設
置
し
、
本
年
三
月
ま
で
三
回
の
会
議
を

重
ね
て
情
報
収
集
、
改
築
の
規
模
、
方
法
等

を
協
議
し
ま
し
た
。

　
今
後
は
、
本
年
六
月
任
期
満
了
に
伴
う
責

任
役
員
並
び
に
総
代
改
選
の
後
、﹁
社
殿
改
築

準
備
委
員
会
﹂
の
答
申
を
受
け
、﹁
社
殿
建
築

委
員
会
﹂
を
設
置
し
、
本
格
的
な
改
築
に
向

け
て
の
協
議
を
進
め
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
何
れ
に
致
し
ま
し
て
も
近
い
将
来
社
殿
の

改
築
工
事
は
避
け
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
り
、

現
在
当
社
の
最
優
先
課
題
と
し
て
神
職
、
総

代
一
丸
と
な
っ
て
こ
の
事
業
に
取
り
組
ん
で

お
り
ま
す
。

　
氏
子
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
六
〇

〇
年
に
亘
る
当
社
の
歴
史
と
伝
統
を
後
世
に

残
す
べ
く
ご
事
情
を
お
汲
み
取
り
賜
り
ま
し

て
、
そ
の
時
節
が
参
り
ま
し
た
ら
何
卒
絶
大

な
る
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
伏
し
て
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

称
で
あ
る
﹁
社
﹂
と
と
も
に
一
般
の
神
社
に
対

す
る
社
号
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、﹁
宮
﹂
や
﹁
大
社
﹂
な
ど
の
社
号
も
あ

り
、﹁
宮
﹂
は
天
皇
や
皇
族
を
お
祀
り
し
て
い
る

神
社
や
由
緒
に
よ
り
古
く
か
ら
呼
称
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
神
社
に
使
わ
れ
ま
す
が
、
岡
山

県
に
お
い
て
は
、﹁
八
幡
さ
ん
﹂
の
名
称
が
備
中

国
、
美
作
国
で
は
﹁
八
幡
神
社
﹂
で
す
が
、
備

前
国
で
は
殆
ど
﹁
八
幡
宮
﹂
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
﹁
大
社
﹂
は
も
と
も
と
、
天
照
大
御
神
の
子
孫

に
国
譲
り
を
お
こ
な
い
、
多
大
な
功
績
を
あ
げ

た
大
国
主
命
を
祀
る
出
雲
大
社
を
示
す
社
号
と

し
て
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
現
在
﹁
大
社
﹂
は
広
く
崇
敬
を
集

め
る
神
社
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
社
号
と
異
な
り
ま
す
が
、
古
く

か
ら
神
様
の
名
前
に
﹁
大
神
﹂
や
﹁
大
明
神
﹂
、

ま
た
神
仏
習
合
の
影
響
に
よ
る
﹁
権
現
﹂
と

い
っ
た
称
号
を
付
し
て
、
社
号
に
類
す
る
も
の

と
し
て
一
般
的
に
用
い
ら
れ
、
信
仰
さ
れ
て
い

る
社
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
神
社
に
よ
り
社
号
は
異
な
り
ま

す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
に
対
す
る
人
々
の
篤

い
信
仰
に
は
い
さ
さ
か
の
変
わ
り
も
あ
り
ま
せ

ん
。

　
境
内
中
段

西
側
の
玉
垣

︵
大
正
八
年
八

月
建
立
︶
が

台
座
か
ら
遊

離
し
危
険
な

状
態
に
な
っ

て
い
た
為
、

三
月
十
八
日

に
㈲
坪
井
石

材
店
の
施
工

に
よ
り
、
ア

ン
カ
ー
ボ
ル
ト
及
び
接
着
剤
に
よ
り
修
理
を

行
っ
た
。

玉 

垣 

改 

修

　
　
　
　

台
風
の
被
害

　
昨
年
八
月
三
十
日
の
台
風
十
六
号
及
び
十

月
二
十
日
の
台
風
二
十
三
号
に
よ
る
被
害
状

況
。

　
　
　
　
　
　
　
記

一
、
八
幡
神
社
本
殿
右
側
千
木
落
下

二
、
拝
殿
、
上
社
務
所
瓦
一
部
剥
離
落
下

三
、
両
本
殿
亀
腹
漆
喰
剥
離

四
、
境
内
檜
三
本
倒
木
　
数
本
傾
斜
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祭
事
暦

1

　
諸
祈
祷
・
出
張
祭
の
案
内

　
当
社
で
は
左
記
に
よ
り
随
時
ご
奉
仕

致
し
て
お
り
ま
す

♦
初
宮
詣
・
交
通
安
全
・
厄
除
・
安
産
・

　
家
内
安
全
・
当
病
平
癒
そ
の
他

♦
地
鎮
祭
・
上
棟
祭
・
家
移
清
祓
・
宅

　
神
祭
等

ご
希
望
の
方
は
前
も
っ
て
ご
連
絡
下

さ
い
。

摂末社巡拝⑨

船　越　神　社

五
月
十
四
日
︵
土
︶［
午
後
七
時
］

　
　
春
季
大
祭
宵
祭
︵
露
店
あ
り
︶

五
月
十
五
日
︵
日
︶［
午
前
十
時
］　
　

　
　
春
季
大
祭
︻
供
膳
祭
︼

七
月
三
十
日
︵
土
︶［
午
後
五
時
］　
　

　
　
夏
越
祭
︻
輪
く
ぐ
り
祭
︼︵
露
店
あ
り
︶

毎
月
一
日
︵
午
前
九
時
︶
月
次
祭

※
月
次
祭
に
お
詣
り
の
方
は
、
拝
殿
に

　
ご
昇
殿
下
さ
い
ま
し
て
祭
典
に
参
列

　
し
て
下
さ
い
。

　　
　
　
　
　
　
　
　

　
平
成
十
七
年
の
新
春
は
、
大
晦
日
の
朝

か
ら
降
っ
た
大
雪
が
残
る
近
年
希
な
年
明

け
と
な
っ
た
。

　
午
前
〇
時
路
面
が
凍
結
す
る
中
、
防
寒

︵
境
内
で
公
演
さ
れ
た
銭
太
鼓
︶

発行所

鶴崎神社
早島町早島2220

〒701-0304

　482-0097ＴＥＬ
ＦＡＸ

ｗｗｗ6.ocn.ne.jp/
~turusaki/

つ
る
さ
き

つ
る
さ
き

ＵＲＬ

正
月
三
ヶ
日

六
千
人
が
参
拝

　
当
社
は
、
船
越
大
神
を
祭
神
と
し
て
祀
り
、

船
越
一
族
二
十
一
戸
の
氏
神
と
し
て
守
ら
れ

て
い
る
。
　

　
早
島
が
未
だ
瀬
戸
内
に
浮
か
ぶ
小
島
で

あ
っ
た
頃
、
吉
備
津
彦
命
が
四
道
将
軍
の
一

人
と
し
て
西
道
︵
吉
備
国
︶
に
派
遣
さ
れ
そ

の
行
幸
の
と
き
、
命
の
乗
っ
た
船
が
妹
尾
村

の
あ
た
り
で
干
潟
に
隔
て
ら
れ
着
岸
困
難
と

な
っ
た
。

　
そ
の
時
、
島
民
の
大
河
と
い
う
者
が
命
の

船
の
着
岸
に
力
を
尽
く
し
、
無
事
着
岸
す
る

事
が
で
き
た
。

　
命
は
大
河
を
呼
ん
で
﹁
船
越
﹂
の
別
称
を

授
け
た
。
そ
の
後
、
大
河
は
船
越
と
改
姓
し

た
。
船
越
の
死
後
、
そ
の
子
孫
は
船
越
大
神

と
篤
く
崇
敬
し
て
社
殿
を
建
立
し
、
手
厚
く

祀
っ
た
。

　
そ
の
後
、
寛
永
五
年
︵1

6
2
8

︶
に
早
島
町

市
場
松
尾
に
社
殿
を
移
築
し
た
。
ま
た
、
平

成
十
一
年
四
月
鶴
崎
神
社
に
合
併
し
、
同
十

二
年
五
月
県
道
拡
幅
工
事
に
伴
い
、　
境
内
地

を
東
側
斜
面
に
移
転
し
て
社
殿
を
改
築
し
た
。

　
毎
年
五
月
二
十
五
日
︵
春
祭
︶
、
十
月
二
十

五
日
︵
秋
祭
︶
に
は
、
船
越
一
族
が
参
集
し
、

祭
典
を
執
り
行
っ
て
い
る
。

　

都窪郡早島町大字早島215-5　

着
に
身
を
包
ん
だ
参
拝
者
が
拝
殿
の
鈴
に
列
を

作
り
、
新
し
い
年
の
平
安
を
祈
っ
た
。

　
午
前
十
時
か
ら
は
例
年
通
り
、
境
内
の
特
設

テ
ン
ト
で
総
代
や
氏
子
有
志
に
よ
る
紅
白
の
餅

つ
き
、
社
務
所
で
は
甘
酒
接
待
、
拝
殿
で
は
御

神
酒
が
参
拝
者
に
振
る
舞
わ
れ
た
。

　
ま
た
、
恒
例
に
な
っ
て
い
る
干
支
﹁
折
り
紙
﹂

は
、
紅
白
の
鶏
が
特
設
舞
台
に
展
示
さ
れ
、
そ

の
前
で
は
﹁
多
聞
会
太
鼓
ク
ラ
ブ
﹂
に
よ
る
早

島
い
草
太
鼓
と
﹁
岡
山
銭
太
鼓
つ
ば
さ
会
﹂
に

よ
る
銭
太
鼓
・
傘
踊
り
の
公
演
が
行
わ
れ
、
勇

壮
な
太
鼓
の
音
や
息
の
合
っ
た
踊
り
に
参
拝
者

か
ら
大
き
な
拍
手
が
送
ら
れ
た
。

　

︵
初
詣
を
す
る
参
拝
者
︶

祭神　船越大神　
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